
令和８年度

予算(案)の概要

長生郡市広域市町村圏組合

一般会計

水道事業会計

病院事業会計

注：特別会計火葬場・斎場事業費は令和８年度から、
　　一般会計に統合しています。



前年度比③ 比率(％)

款 予算額　① 構成比 予算額　② 構成比 ①－② ③／②×100

1 分担金及び負担金 5,840,160 62.0 5,349,294 43.9 490,866 9.18

2 使用料及び手数料 933,714 9.9 835,149 6.6 98,565 11.80

3 国庫支出金 474,640 5.0 1,270,827 10.6 △796,187 △62.65

4 県支出金 31,556 0.3 26,766 0.2 4,790 17.90

5 財産収入 16,777 0.2 15,232 0.1 1,545 10.14

6 繰入金 277,182 3.0 506,801 4.2 △229,619 △45.31

7 繰越金 20,000 0.2 21,000 0.2 △1,000 △4.76

8 諸収入 122,594 1.3 123,027 1.0 △433 △0.35

9 組合債 1,706,300 18.1 3,968,200 33.2 △2,261,900 △57.00

9,422,923 100.0 12,116,296 100.0 △2,693,373 △22.23

※令和７年度には、特別会計火葬場・斎場事業費を加え

た金額を記載している。

　増額の要因は、一般廃棄物収集処理手数料の改定に伴う増額によるもの。

　増額の要因は、①常勤職員の増及び人事院勧告等に準じた給与改定に伴う職員人件費の増、②人

件費及び物価の上昇等に伴う各種委託料の増、③新最終処分場建設事業に係る組合債の償還開始に

伴う公債費の増額によるもの。

［　１款　分担金及び負担金　］

歳入の主な増減理由

区分

　前年度予算額に対して490,866千円、9.2％増の5,840,160千円を計上。

［　２款　使用料及び手数料　］

　前年度予算額に対して98,565千円、11.8％増の933,714千円を計上。

合計

令和８年度　一般会計予算（案）概要
（単位：千円）

令和７年度令和８年度

歳入

　増額の要因は、消防防災施設強化事業補助金の増額によるもので、新入団員等の被服、及び、中

継槽購入の特定財源として見込んだこと、また、消防団車両購入の補助基準額が引き上げられたこ

とによるもの。

［　４款　県支出金　］

　前年度予算額に対して4,790千円、17.9％増の31,556千円を計上。

［　３款　国庫支出金　］

　前年度予算額に対して796,187千円、62.7％減の474,640千円を計上。

　減額の要因は、新最終処分場建設事業の進捗に伴い交付対象事業費が減少したことから、循環型

社会形成推進交付金が減額となったことによるもの。
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［　５款　財産収入　］

［　７款　繰越金　］

　予備費に充当する20,000千円を計上。

［　６款　繰入金　］

　新最終処分場建設事業の特定財源として、一般廃棄物処理施設建設基金から残高全額を繰入れる

もの。

　前年度予算額に対して229,619千円、45.3％減の277,182千円を計上。

［　９款　組合債　］

　前年度予算額に対して2,261,900千円、57.0％減の1,706,300千円を計上。

　減額の要因は、新最終処分場建設事業の進捗に伴い事業費が減少したことから、最終処分場建設

事業債が減額となったことによるもの。

［　８款　諸収入　］

　前年度予算額に対して433千円、0.4％減の122,594千円を計上。

　減額の要因は、ごみ焼却施設の発電設備に係る定期自主検査に伴い、発電が停止する期間が生じ

ることから、売却電気料金の減少を見込んだことによるもの。

　前年度予算額に対して1,545千円、10.1％増の16,777千円を計上。

　増額の要因は、温水センター浴場棟・プール棟等の貸付料について分割納付の申し出があり、協

議の結果、令和7年度分の収入が一部、令和8年度に繰り越されることとなったため、令和8年度にお

ける財産貸付収入の増を見込んだことによるもの。
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前年度比③ 比率(％)

款項 目 予算額 ① 構成比 予算額 ② 構成比 ①－② ③／②×100

1 2,232 0.0 2,157 0.0 75 3.5

2 196,861 2.1 202,119 1.7 △5,258 △2.6

3 49,479 0.5 42,009 0.3 7,470 17.8

1 1 介護認定審査会費 41,542 0.4 34,645 0.3 6,897 19.9

2 1
障害支援区分認定審

査会費
7,937 0.1 7,364 0.1 573 7.8

4 4,670,245 49.6 7,937,270 65.1 △3,267,025 △41.2

1 1 保健衛生総務費

2 夜間急病診療所費

3 斎場費　※1 161,261 1.6 151,724 1.3 9,537 6.3

2 4,199,458 44.6 7,482,933 62.5 △3,283,475 △43.9

1 清掃総務費 226,433 2.4 181,900 1.5 44,533 24.5

2 し尿処理費 135,847 1.4 135,496 1.1 351 0.3

3 可燃物処理費 1,267,117 13.4 1,163,985 9.7 103,132 8.9

4 不燃物処理費 230,723 2.4 215,390 1.8 15,333 7.1

5 最終処分場費 263,376 2.8 242,351 2.0 21,025 8.7

6 資源化推進費 210,177 2.2 195,917 1.6 14,260 7.3

7 新最終処分場建設費 1,861,531 19.8 5,344,003 44.7 △3,482,472 △65.2

8
温水センター屋外施

設費
4,254 0.1 3,891 0.0 363 9.3

5 3,637,648 38.6 3,343,720 27.9 293,928 8.8

1 1 常備消防費 2,537,172 26.9 2,445,765 20.4 91,407 3.7

2 非常備消防費 143,579 1.5 140,411 1.2 3,168 2.3

3 常備消防施設費 864,501 9.2 630,158 5.3 234,343 37.2

4 非常備消防施設費 92,396 1.0 127,386 1.1 △34,990 △27.5

6 22,490 0.2 20,987 0.2 1,503 7.2

7 823,968 8.8 547,034 4.6 276,934 50.6

8 20,000 0.2 21,000 0.2 △1,000 △4.8

9,422,923 100.0 12,116,296 100.0 △2,693,373 △22.2

9,422,923 - 11,963,572 - △2,540,649 △21.2

歳出（目的別）

清掃費

消防費

（単位：千円）

合計　※2

令和８年度
区分

※1「斎場費」の令和7年度は「特別会計火葬場・斎場事業費、1款 事業費」の金額を記載している。

議会費

総務費

令和７年度

民生費

衛生費

教育費

公債費

予備費　※2

※2「予備費」及び「合計」の令和7年度は「特別会計火葬場・斎場事業費」を加えた金額を記載している。

309,526 3.3 302,613 2.5 6,913 2.3

一般会計のみ　合計
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　増額の要因は、①令和7年度に1人減となっていた職員数を元の水準に戻したことによる職員人件費

の増加によるもの、②審査会委員の負担軽減を図るため、審査会のリモート開催を対応可能とするた

めの通信運搬費の増加によるもの。

　前年度予算額に対して6,897千円、19.9％増の41,542千円を計上。

　増額の要因は、①給与改定等に伴う職員人件費の増加、②夜間急病診療所の受付支援について警備

力向上の観点から、シルバー人材センターへの委託を会計年度任用職員による体制へ変更することに

伴う職員人件費の増加によるもの。

［　３款　民生費　］

　前年度予算額に対して7,470千円、17.8％増の49,479千円を計上。

　前年度予算額に対して3,267,025千円、41.2％減の4,670,245千円を計上。

　前年度予算額に対して6,913千円、2.3％増の309,526千円を計上。

　前年度予算額に対して573千円、7.8％増の7,937千円を計上。

　増額の要因は、給与改定等に伴い職員人件費が増加したことによるもの。

　前年度予算額に対して9,537千円、6.3％増の161,261千円を計上。

　前年度予算額に対して75千円、3.5％増の2,232千円を計上。

　増額の要因は、①人件費等の上昇に伴う行政視察研修バス借上料の増加、②臨時議会の開催予定によ

り議案送付に係る通信運搬費及び会議録作成委託料を見込んだことによるもの。

歳出（目的別）の主な増減理由

［　１款　議会費　］

［　２款　総務費　］

　前年度予算額に対して5,258千円、2.6％減の196,861千円を計上。

　減額の要因は、計画的に実施している組合管理棟設備等更新工事の一部を見送ったことに伴い、工事

請負費が減少したことによるもの。なお、令和8年度で5か年にわたる空調設備更新が終了する。

　また、温水センター浴場棟・プール棟の空調設備については、5か年のリースによる更新を行うた
め、空調設備借上料を新規に計上している。

（　１項１目　介護認定審査会費　）

（　２項１目　障害支援区分認定審査会費　）

　（　１項１目　保健衛生総務費、２目 夜間急病診療所費　）

［　４款　衛生費　］

　令和7年度まで特別会計火葬場・斎場事業費に計上していた予算を、特別会計を廃止し一般会計に
統合したもの。

　増額の要因は、①給与改定等及び職員構成の変更に伴う職員人件費の増加、②3年長期継続契約の

更改年度に当たる屋内清掃業務委託において人件費及び物価の上昇等により委託料の増加を見込んだ
ことによるもの。

　（　３目　斎場費　）
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< ２目 し尿処理費 >

　前年度予算額に対して44,533千円、24.5％増の226,433千円を計上。

　（　２項　清掃費　）

< ７目 新最終処分場建設費 >

　前年度予算額に対して21,025千円、8.7％増の263,376千円を計上。

　前年度予算額に対して103,132千円、8.9％増の1,267,117千円を計上。

　増額の要因は、① 可燃物収集業務委託及びごみ受入選別作業等業務委託が、5年長期継続契約

の更改年度に当たり、人件費及び物価の上昇等に伴い委託料が増加すること、② ごみ焼却施設運

転管理業務委託においても、人件費及び物価の上昇に伴い委託料の増加を見込んだことによるも

の。

< ８目 温水センター屋外施設費 >

　前年度予算額に対して3,482,472千円、65.2％減の1,861,531千円を計上。

　前年度予算額に対して14,260千円、7.3％増の210,177千円を計上。

　増額の要因は、ビン等収集業務委託及びごみ受入選別作業等業務委託が5年長期継続契約の更改
年度に当たり、人件費及び物価の上昇に伴い委託料の増加を見込んだことによるもの。

< ４目 不燃物処理費 >

　前年度予算額に対して15,333千円、7.1％増の230,723千円を計上。

< ５目 最終処分場費 >

　増額の要因は、①欠員補充及び新最終処分場施設管理に伴う職員4人の増員及び給与改定等によ

る職員人件費の増加、②5年ごとに策定が必要となる一般廃棄物処理基本計画の策定に係る委託料
の増加によるもの。

　前年度予算額に対して351千円、0.3％増の135,847千円を計上。

　増額の要因は、旧電気受給契約プランの廃止に伴い新プランへ移行することで、電気料金単価

が値上げとなったことによるもの。

< ３目 可燃物処理費 >

　増額の要因は、①不燃物収集業務委託及びごみ受入選別作業等業務委託が、5年長期継続契約の

更改年度に当たり、人件費及び物価の上昇等に伴い委託料が増加すること、②粗大ごみ処理施設
運転管理業務委託においても、人件費の及び物価の上昇に伴い委託料の増加を見込んだことによ
るもの。

　増額の要因は、人件費の上昇に伴い屋外施設管理委託料の増加を見込んだことによるもの。

< ６目 資源化推進費 >

　前年度予算額に対して363千円、9.3％増の4,254千円を計上。

　減額の要因は、建設事業の進捗に伴い事業費が減少したことによるもの。なお、令和8年度が建

設事業の最終年度となる。

　増額の要因は、①新最終処分場運転管理経費の皆増、②浸出水処理施設運転管理業務委託の人

件費及び物価の上昇に伴う委託料の増加、③エコパーク長生の埋立てについて、地元の了承を得

た上で容量満了まで継続するため、地元協力負担金が増加したことによるもの。

　前年度予算額に対して3,283,475千円、43.9％減の4,199,458千円を計上。

< １目 清掃総務費 >
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< ４目 非常備消防施設費 >

　前年度予算額に対して34,990千円、27.5％減の92,396千円を計上。

　前年度予算額に対して1,503千円、7.2％増の22,490千円を計上。

　増額の要因は、給与改定に伴い職員人件費が増加したことによるもの。

　前年度予算額に対して234,343千円、37.2％増の864,501千円を計上。

［　５款１項　消防費　］

　構成市町村ごとの要望に基づき消防団車両の整備等を特別負担金で実施するもので、減額の要

因は、①消防団機庫新築工事の皆減、②消火栓新設数の減少によるもの。

　なお、市町村ごとの要望事業一覧は別表のとおり。

< ２目 非常備消防費 >

< ３目 常備消防施設費 >

　増額の要因は、①消防操法大会の訓練に係る出動報酬を新規計上したことによる報酬の増加、

②県消防操法大会の開催年度であることから、大会テント設置委託料、送迎用バス借上料及び消

防団運営交付金の増加によるもの。

　増額の要因は、①給与改定等に伴う職員人件費の増加、②西消防署建替え移転に伴う備品購入

費の増加によるもの。

　また、消防業務体制の維持を目的として、大型自動車免許取得費の補助をその他負担金で新規

計上している。

< １目 常備消防費 >

　前年度予算額に対して91,407千円、3.7％増の2,537,172千円を計上。

［　７款　公債費　］

　増額の要因は、西消防署建設事業の進捗に伴う事業費の増額によるもの。

　前年度予算額に対して293,928千円、8.8％増の3,637,648千円を計上。

［　６款　教育費　］

　前年度予算額に対して276,934千円、50.6％増の823,968千円を計上。

　増額の要因は、新最終処分場建設事業及び西消防署建設に係る組合債の元金償還が開始となることに

よるもの。

　前年度予算額に対して3,168千円、2.3％増の143,579千円を計上。
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歳出 （性質別）

前年度比③ 比率(％)

予算額　① 構成比 予算額　② 構成比 ①－② ③／②×100

人件費　a 2,900,732 30.8 2,762,793 22.7 137,939 5.0

物件費 2,241,203 23.8 1,937,029 15.6 304,174 15.7

維持補修費 247,539 2.6 351,670 2.7 △104,131 △29.6

扶助費　b 38,820 0.4 37,680 0.3 1,140 3.0

(目的別人件費 a+b) (2,939,552) - (2,800,473) - (139,079) (5.0)

補助費等 630,951 6.7 588,619 4.9 42,332 7.2

普通建設事業費 2,519,710 26.7 5,870,471 49.1 △3,350,761 △57.1

公債費 823,968 8.8 547,034 4.6 276,934 50.6

予備費 20,000 0.2 21,000 0.1 △1,000 △4.8

合計 9,422,923 100.0 12,116,296 100.0 △2,693,373 △22.2

（単位：千円 ）

区分
令和８年度 令和７年度

　歳出（性質別）の主な増減理由

［　維持補修費　］

※令和７年度には、特別会計火葬場・斎場事業費を加
えた金額を記載している。

［　人件費　］

［　物件費　］

　前年度予算額に対して137,939千円、5.0％の増となった。

　増額の要因は、①清掃費において、人件費及び物価の上昇に伴い各種委託料の増加を見込んだ

こと、②消防費において、西消防署建替え移転に伴い備品購入費が増加したことによるもの。

　減額の要因は、①総務費において、組合管理棟設備等更新工事を一部見送ったことによる減

少、②清掃費において、各ごみ処理施設の補修工事における施工内容の違いに伴う工事請負費の

減少によるもの。

　前年度予算額に対して304,174千円、15.7％の増となった。

　増額の要因は、職員構成の変更及び人事院勧告等に準じた給与改定に伴い、職員人件費が増加

したことによるもの。

　前年度予算額に対して104,131千円、29.6％の減となった。
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　前年度予算額に対して3,350,761千円、57.1％の減となった。

　増額の要因は、新最終処分場建設事業及び西消防署建設に係る組合債の元金償還が開始となる

ことによるもの。

［　公債費　］

　減額の要因は、新最終処分場建設事業の進捗に伴い事業費が減少したことによるもの。

［　補助費等　］

　前年度予算額に対して1,140千円、3.0％の増となった。

　前年度予算額に対して42,332千円、7.2％の増となった。

　前年度予算額に対して276,934千円、50.6％の増となった。

［　普通建設事業費　］

　増額の要因は、清掃費において、新最終処分場建設事業に伴う九十九里水道送水管移設補償金

を計上したことによるもの。

　職員に係る児童手当の増によるもの。

［　扶助費　］

8



款
項

目
節

臨
時

/

経
常

事
業

名
予

算
額

（
千

円
）

事
業

内
容

等

補
助

金

組
合

債

そ
の

他
7,

51
1

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

14
,2

34

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

1,
74

6

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

58

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

11
,4

29

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

19
2,

72
9

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

9,
85

0

13

3.
1.

1

介
護

認

定
審

査

会
費

11
,4

29
　

介
護

認
定

審
査

会
業

務
及

び
構

成
市

町
村

が
利

用
す

る
認

定
調

査
支

援
業

務
全

般
に

用
い

る

介
護

認
定

審
査

会
支

援
シ

ス
テ

ム
に

つ
い

て
、

保
守

を
含

む
賃

貸
借

を
行

っ
て

い
る

。

審
査

会
の

リ
モ

ー
ト

開
催

対
応

(通
信

運
搬

費
)

【
新
規
】

58
　

介
護

認
定

審
査

会
委

員
の

負
担

軽
減

を
図

る
た

め
、

審
査

会
の

リ
モ

ー
ト

開
催

に
対

応
す

る
（

リ
モ

ー
ト

通
信

用
の

w
i-

fi
使

用
料

を
計

上
)。

19
2,

72
9

　
夜

間
急

病
診

療
所

に
お

い
て

、
初

期
医

療
行

為
の

結
果

、
直

ち
に

治
療

や
入

院
を

必
要

と
す

る
患

者
の

処
置

、
並

び
に

夜
間

の
急

病
患

者
の

診
療

に
関

す
る

業
務

を
委

託
し

て
い

る
。

経
常

介
護

認
定

シ
ス

テ
ム

借
上

料
【
長
期
継
続
契
約

  
 　

R
4.

12
.1
～

R
9.

11
.3

0】

　
組

合
か

ら
の

お
知

ら
せ

等
を

広
報

す
る

た
め

、
年

4回
（

7月
・

10
月

・
2月

・
4月

の
各

1日
）

に
発

行
す

る
も

の
。

　
令

和
8年

度
は

各
号

37
,0

00
部

（
前

年
度

比
△

1,
30

0部
）
の

発
行

を
予

定
し

て
い

る
。

　
な

お
、

7月
号

の
印

刷
製

本
費

に
つ

い
て

は
水

道
事

業
会

計
で

負
担

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
た

め
、

一
般

会
計

の
負

担
は

3回
分

と
な

る
。

令
和
８
年
度

 一
般
会
計
予
算
（
案
）
　

主
要
事
業
等

予
額

の
財

源

（
千

円
）

2.
1.

1

一
般

管

理
費

13
経

常
空

調
設

備
借

上
料

(浴
場

棟
・

プ
ー

ル
棟

)
【
新
規
】

経
常

7,
51

1

　
老

朽
化

し
た

温
水

セ
ン

タ
ー

浴
場

棟
及

び
プ

ー
ル

棟
の

空
調

設
備

を
リ

ー
ス

方
式

に
よ

り
更

新
す

る
も

の
。

　
な

お
、

財
源

に
つ

い
て

は
貸

付
料

を
充

当
し

、
リ

ー
ス

料
は

5年
間

の
総

額
で

税
込

37
,5

44
千

円
を

見
込

ん
で

い
る

。

14
経

常
組

合
管

理
棟

設
備

等
更

新
工

事

(1
,2
階

廊
下

空
調

設
備

更
新

)
14

,2
34

　
組

合
管

理
棟

は
使

用
開

始
か

ら
28
年

目
を

迎
え

、
空

調
設

備
の

故
障

や
雨

漏
り

が
生

じ
始

め

て
い

る
こ

と
か

ら
、

負
担

金
の

平
準

化
を

図
り

つ
つ

、
組

合
議

会
・

管
理

者
会

議
・

職
員

研
修

等
に

支
障

を
き

た
さ

な
い

よ
う

、
空

調
設

備
の

部
分

更
新

及
び

防
水

更
新

工
事

を
計

画
的

に
実

施
し

て
い

る
。

　
な

お
、

空
調

設
備

更
新

工
事

は
本

年
度

が
最

終
年

度
と

な
る

。

2.
1.

2

企
画

費
10

経
常

組
合

広
報

紙
印

刷
製

本
1,

74
6

　
休

日
に

お
い

て
在

宅
当

番
医

が
行

う
急

病
患

者
の

診
療

業
務

を
委

託
し

て
い

る
。

休
日

在
宅

当
番

医
制

業
務

委
託

9,
85

0

11
経

常

4.
1.

1

保
健

衛

生
総

務

費

12

経
常

夜
間

待
機

施
設

業
務

委
託

9



補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

10
,7

63

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

5,
06

9
補

助
金

組
合

債

一
般

財
源

28
,3

38

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

10
,5

53

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

26
,8

84

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

1,
98

0

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

1,
62

2

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

8,
25

0

10 12
臨

時
一

般
廃

棄
物

処
理

基
本

計
画

策
定

委
託

【
5年

に
1度

】

経
常

10
,7

63

　
夜

間
急

病
診

療
所

の
受

付
支

援
に

つ
い

て
は

、
警

備
力

向
上

の
観

点
か

ら
、

従
来

の
シ

ル
バ

ー
人

材
セ

ン
タ

ー
へ

の
委

託
か

ら
会

計
年

度
任

用
職

員
に

よ
る

体
制

へ
変

更
す

る
も

の
。

　
な

お
、

受
付

支
援

員
の

勤
務

は
1日

1人
で

、
報

酬
総

額
と

し
て

2,
70

4千
円

を
計

上
し

て
い

る
。

4.
1.

3

斎
場

費

14

臨
時

空
調

設
備

設
置

工
事

(待
合

室
5、

霊
安

室
)

【
新
規
、
単
発
】

12

経
常

火
葬

業
務

委
託

【
長
期
継
続
契
約

  
　

R
6.

10
.1
～

R
11

.9
.3

0】

経
常

4.
1.

2

夜
間

急

病
診

療

所
費

1
経

常
会

計
年

度
任

用
職

員
報

酬
(受

付

支
援

員
)

12
経

常
夜

間
急

病
診

療
業

務
委

託
5,

06
9

　
夜

間
急

病
診

療
に

お
い

て
勤

務
医

を
確

保
し

、
そ

の
勤

務
を

割
り

振
る

業
務

、
並

び
に

待
機

施
設

の
当

番
を

割
り

振
る

業
務

を
委

託
し

て
い

る
。

8,
25

0

　
当

組
合

の
廃

棄
物

行
政

の
根

幹
と

な
る

基
本

計
画

で
あ

り
、

国
・

県
に

お
け

る
法

制
度

化
へ

の
対

応
や

、
ご

み
・

生
活

排
水

の
排

出
抑

制
に

伴
う

減
量

化
目

標
値

と
の

整
合

を
図

る
も

の
。

　
な

お
、

地
域

環
境

の
変

動
や

社
会

動
向

、
地

域
住

民
の

意
見

・
意

向
等

を
踏

ま
え

、
一

般
廃

棄
物

処
理

施
設

の
整

備
、

収
集

・
運

搬
の

効
率

化
、

財
源

の
確

保
等

に
つ

い
て

、
長

期
的

な
基

本
方

針
の

策
定

を
委

託
す

る
も

の
。

1,
98

0

　
近

年
の

夏
季

に
お

け
る

気
温

上
昇

に
よ

り
、

冷
却

塔
か

ら
最

も
遠

い
待

合
室

5で
は

空
調

の
効

き
が

悪
く

、
食

中
毒

の
懸

念
な

ど
利

用
者

の
健

康
へ

の
配

慮
が

必
要

と
な

っ
て

い
る

。

　
ま

た
、

空
調

設
備

の
無

い
霊

安
室

に
お

い
て

は
、

室
温

の
上

昇
を

抑
え

る
こ

と
で

遺
体

保
冷

庫
の

延
命

化
や

ご
遺

体
の

損
傷

防
止

に
つ

な
が

る
こ

と
か

ら
、

空
調

設
備

を
新

設
す

る
も

の
。

ご
み

収
集

カ
レ

ン
ダ

ー
印

刷
1,

62
2

　
圏

域
住

民
に

対
し

、
ご

み
の

分
別

方
法

や
収

集
日

を
周

知
す

る
た

め
、

ご
み

収
集

カ
レ

ン

ダ
ー

（
ポ

ス
タ

ー
）

を
作

成
し

、
構

成
市

町
村

の
窓

口
及

び
自

治
会

を
通

じ
て

配
付

し
て

い

る
。

　
な

お
、

令
和

8年
度

も
前

年
度

と
同

数
の

71
,5

60
枚

を
印

刷
す

る
予

定
。

4.
2.

1

清
掃

総

務
費

28
,3

38
　

施
設

の
特

殊
性

及
び

危
機

管
理

の
観

点
か

ら
、

火
葬

炉
設

置
メ

ー
カ

ー
の

直
系

関
連

会
社

に

火
葬

業
務

を
委

託
し

て
い

る
。

屋
内

清
掃

業
務

委
託

【
長
期
継
続
契
約

  
  
R

5.
8.

1～
R

8.
7.

31
】

10
,5

53

　
故

人
と

の
お

別
れ

の
場

と
し

て
来

場
者

に
快

く
施

設
を

利
用

し
て

い
た

だ
け

る
よ

う
、

施
設

内
の

日
常

清
掃

及
び

定
期

清
掃

業
務

を
委

託
し

、
環

境
衛

生
の

維
持

に
努

め
て

い
る

。

　
令

和
8年

度
は

3年
長

期
継

続
契

約
の

更
改

年
度

に
当

た
り

、
人

件
費

等
の

上
昇

に
よ

り
2,

67
2

千
円

（
33

.9
％

）
の

増
を

見
込

ん
で

い
る

。

経
常

火
葬

炉
設

備
更

新
工

事
26

,8
84

　
耐

用
年

数
に

基
づ

き
火

葬
炉

設
備

の
更

新
工

事
を

実
施

し
て

い
る

。

　
令

和
8年

度
に

お
い

て
は

、
台

車
ブ

ロ
ッ

ク
、

電
気

集
塵

機
盤

遮
断

器
、

化
粧

扉
駆

動
装

置
、

火
葬

炉
監

視
シ

ス
テ

ム
及

び
計

装
機

器
の

更
新

を
予

定
し

て
い

る
。
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補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

12
7,

49
9

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

24
9,

49
4

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

29
8,

22
8

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

14
6,

02
3

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

15
3,

23
0

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

11
6,

07
4

4.
2.

3

可
燃

物

処
理

費

経
常

14
6,

02
3

経
常

焼
却

灰
外

部
運

搬
処

理
委

託

15
3,

23
0

　
ご

み
焼

却
施

設
の

性
能

を
維

持
し

、
安

全
に

運
転

管
理

し
て

い
く

た
め

、
施

設
全

体
に

わ
た

る
点

検
を

実
施

し
て

い
る

。

　
主

要
な

点
検

項
目

と
し

て
は

、
火

格
子

、
ボ

イ
ラ

ー
、

送
風

機
な

ど
が

あ
る

。

　
な

お
、

発
電

ボ
イ

ラ
ー

安
全

管
理

審
査

は
隔

年
で

実
施

す
る

た
め

、
令

和
8年

度
は

点
検

整
備

費
の

項
目

が
増

加
す

る
。

経
常

24
9,

49
4

ご
み

焼
却

施
設

総
合

定
期

点
検

委

託

12

　
圏

域
内

の
各

集
積

所
に

排
出

さ
れ

た
可

燃
ご

み
を

週
3回

収
集

し
、

環
境

衛
生

セ
ン

タ
ー

へ
搬

入
す

る
業

務
を

委
託

し
て

い
る

。

　
令

和
8年

度
は

5年
長

期
継

続
契

約
の

更
改

年
度

に
当

た
り

、
人

件
費

等
の

上
昇

に
よ

り
34

,4
00

千
円

（
16
％

）
の

増
を

見
込

ん
で

い
る

。

　
な

お
、

人
件

費
の

見
通

し
が

立
て

ら
れ

な
い

た
め

、
令

和
8年

度
の

契
約

は
単

年
度

契
約

を
予

定
し

て
い

る
。

可
燃

物
収

集
業

務
委

託
【
長
期
継
続
契
約

  
　

 R
3.

10
.1
～

R
8.

9.
30
】

4.
2.

2

し
尿

処

理
費

12
経

常

汚
泥

再
生

処
理

セ
ン

タ
ー

長
期

包

括
運

営
業

務
委

託
【
長
期
継
続
契
約

  
 　

H
30

.7
.1
～

R
15

.6
.3

0】

12
7,

49
9

　
当

施
設

は
平

成
30
年

8月
に

稼
働

を
開

始
し

、
施

設
運

営
に

つ
い

て
は

複
数

企
業

が
共

同
で

事

業
を

行
う

JV
方

式
に

よ
り

結
成

さ
れ

た
共

同
企

業
体

へ
、

15
年

間
に

わ
た

る
長

期
継

続
事

業
と

し
て

業
務

を
委

託
し

て
い

る
。

　
な

お
、

受
託

者
は

共
同

企
業

体
の

特
色

を
生

か
し

た
技

術
力

と
安

定
し

た
経

営
基

盤
を

有
し

て
お

り
、

こ
れ

に
よ

り
廃

棄
物

の
適

正
処

理
及

び
施

設
の

安
定

運
営

が
維

持
さ

れ
て

い
る

。

14
経

常
ご

み
焼

却
施

設
補

修
工

事

ご
み

焼
却

施
設

設
備

更
新

工
事

11
6,

07
4

　
ご

み
焼

却
処

理
及

び
発

電
施

設
が

停
止

す
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

毎
年

の
点

検
結

果
に

基
づ

き
、

施
設

及
び

設
備

の
消

耗
や

不
具

合
箇

所
の

補
修

、
並

び
に

更
新

工
事

を
実

施
す

る
も

の
。

経
常

ご
み

焼
却

施
設

運
転

管
理

業
務

委

託 【
長
期
継
続
契
約

  
 　

R
7.

10
.1
～

R
8.

9.
30
】

29
8,

22
8

　
ご

み
焼

却
施

設
の

運
転

管
理

業
務

に
つ

い
て

は
、

24
時

間
連

続
で

焼
却

処
理

を
行

い
、

そ
の

余
熱

を
利

用
し

て
ボ

イ
ラ

ー
・

タ
ー

ビ
ン

に
よ

る
発

電
並

び
に

浴
場

棟
・

プ
ー

ル
棟

へ
の

熱
供

給
を

行
う

な
ど

、
委

託
に

よ
り

実
施

し
て

い
る

。

　
な

お
、

施
設

の
運

転
管

理
に

は
各

種
資

格
と

運
用

経
験

を
要

し
、

法
令

を
遵

守
し

な
が

ら
円

滑
な

処
理

を
行

う
必

要
が

あ
る

。

　
ま

た
、

令
和

7年
度

の
契

約
更

改
は

人
件

費
の

見
通

し
が

立
て

ら
れ

な
か

っ
た

た
め

単
年

度
契

約
と

し
、

令
和

8年
度

も
単

年
度

契
約

を
予

定
し

て
お

り
、

19
,2

46
千

円
（

6.
9％

）
の

増
を

見
込

ん
で

い
る

。

　
ご

み
焼

却
に

よ
り

生
じ

る
主

灰
の

一
部

及
び

飛
灰

全
量

に
つ

い
て

、
エ

コ
パ

ー
ク

長
生

の
埋

立
基

準
へ

の
適

合
や

延
命

化
を

図
る

目
的

で
、

茨
城

県
鹿

嶋
市

、
山

形
県

米
沢

市
、

秋
田

県
小

坂
町

所
在

の
民

間
処

分
業

者
へ

外
部

処
理

を
委

託
し

て
い

る
。

　
な

お
、

新
最

終
処

分
場

完
成

後
も

、
資

源
化

率
の

向
上

及
び

リ
ス

ク
分

散
の

観
点

か
ら

、
外

部
運

搬
処

理
委

託
を

継
続

す
る

予
定

。

11



補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

43
,9

23

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

40
,4

91

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

33
,3

77

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

61
,1

89

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

99
4

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

13
,0

29

　
不

燃
ご

み
及

び
粗

大
ご

み
を

処
理

す
る

施
設

の
運

転
管

理
業

務
を

委
託

し
て

お
り

、
ご

み
焼

却
施

設
の

運
転

管
理

業
務

と
密

接
に

関
連

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
契

約
を

一
体

化
す

る
こ

と
で

運
転

管
理

体
制

の
強

化
を

図
っ

て
い

る
。

　
な

お
、

人
件

費
の

見
通

し
が

立
て

ら
れ

な
い

た
め

、
令

和
7年

度
の

契
約

更
改

は
単

年
度

契
約

と
し

、
令

和
8年

度
も

単
年

度
契

約
を

予
定

し
て

お
り

、
2,

02
7千

円
（

6.
5％

）
の

増
を

見
込

ん
で

い
る

。

経
常

不
燃

物
収

集
業

務
委

託

(燃
え

な
い

ご
み

)
【
長
期
継
続
契
約

  
 　

R
3.

10
.1
～

R
8.

9.
30
】

粗
大

ご
み

処
理

施
設

運
転

管
理

業

務
委

託
【
長
期
継
続
契
約

  
　

 R
7.

10
.1
～

R
8.

9.
30
】

経
常

経
常

43
,9

23

　
圏

域
内

の
各

集
積

所
に

排
出

さ
れ

た
燃

え
な

い
ご

み
を

月
1回

収
集

し
、

環
境

衛
生

セ
ン

タ
ー

へ
搬

入
す

る
業

務
を

委
託

し
て

い
る

。

　
令

和
8年

度
は

5年
長

期
継

続
契

約
の

更
改

年
度

に
当

た
り

、
人

件
費

等
の

上
昇

に
よ

り
2,

89
7

千
円

（
7.

1％
）

の
増

を
見

込
ん

で
い

る
。

　
な

お
、

人
件

費
の

見
通

し
が

立
て

ら
れ

な
い

た
め

、
令

和
8年

度
の

契
約

は
単

年
度

契
約

を
予

定
し

て
い

る
。

61
,1

89

廃
乾

電
池

等
収

集
業

務
委

託

【
一

部
新

規
】

粗
大

ご
み

処
理

施
設

補
修

工
事

ご
み

受
入

選
別

作
業

等
業

務
委

託
【
長
期
継
続
契
約

  
 　

R
3.

10
.1
～

R
8.

9.
30
】

経
常

経
常

不
燃

物
収

集
業

務
委

託

(粗
大

ご
み

)
【
長
期
継
続
契
約

  
 　

R
3.

10
.1
～

R
8.

9.
30
】

40
,4

91

経
常

14

99
4

　
圏

域
内

の
各

集
積

所
に

排
出

さ
れ

た
粗

大
ご

み
を

月
1回

収
集

し
、

環
境

衛
生

セ
ン

タ
ー

へ
搬

入
す

る
業

務
を

委
託

し
て

い
る

。

　
令

和
8年

度
は

5年
長

期
継

続
契

約
の

更
改

年
度

に
当

た
り

、
人

件
費

等
の

上
昇

に
よ

り
3,

61
0

千
円

（
9.

8％
）

の
増

を
見

込
ん

で
い

る
。

　
な

お
、

人
件

費
の

見
通

し
が

立
て

ら
れ

な
い

た
め

、
令

和
8年

度
の

契
約

は
単

年
度

契
約

を
予

定
し

て
い

る
。

33
,3

77

　
ご

み
処

理
施

設
に

お
け

る
不

燃
ご

み
及

び
粗

大
ご

み
の

受
入

作
業

並
び

に
マ

ニ
ピ

ュ
レ

ー
タ

運
転

操
作

に
よ

る
処

理
不

適
物

の
分

別
業

務
を

委
託

し
て

い
る

。

　
施

設
全

体
の

安
全

管
理

及
び

業
務

管
理

を
円

滑
に

す
る

た
め

、
可

燃
ご

み
受

入
や

資
源

化
物

選
別

（
ビ

ン
・

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

）
業

務
も

含
め

、
契

約
を

一
本

化
し

管
理

体
制

の
強

化
を

図
っ

て
い

る
。

　
令

和
8年

度
は

5年
長

期
継

続
契

約
の

更
改

年
度

に
当

た
り

、
人

件
費

等
の

上
昇

に
よ

り
5,

78
8

千
円

（
10

.4
％

）
の

増
を

見
込

ん
で

い
る

。

　
な

お
、

人
件

費
の

見
通

し
が

立
て

ら
れ

な
い

た
め

、
令

和
8年

度
の

契
約

は
単

年
度

契
約

を
予

定
し

て
い

る
。

13
,0

29
　

粗
大

ご
み

処
理

施
設

が
停

止
す

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
毎

年
の

点
検

結
果

に
基

づ
き

、
施

設

及
び

設
備

の
消

耗
や

不
具

合
箇

所
の

補
修

工
事

を
実

施
す

る
も

の
。

　
圏

域
内

の
各

集
積

所
に

排
出

さ
れ

た
廃

乾
電

池
に

加
え

、
令

和
8年

度
か

ら
は

リ
チ

ウ
ム

イ
オ

ン
電

池
等

の
収

集
も

行
い

、
ご

み
処

理
場

ま
で

運
搬

す
る

業
務

を
委

託
す

る
も

の
（

リ
チ

ウ
ム

イ
オ

ン
電

池
等

の
収

集
委

託
料

と
し

て
56

8千
円

を
計

上
）

。

　
収

集
は

年
3回

（
6月

・
10
月

・
2月

）
実

施
す

る
。

4.
2.

4

不
燃

物

処
理

費

12 12

12



補
助

金
19

8
組

合
債

一
般

財
源

4,
91

7

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

43
,1

46

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

56
,9

47

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

3,
00

0

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

11
,6

16

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

15
,0

00

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

8,
32

4

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

37
,8

26

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

56
,1

14

経
常

1217
臨

時

4.
2.

6

資
源

化

推
進

費

　
エ

コ
パ

ー
ク

長
生

は
埋

立
開

始
か

ら
、

ま
た

、
佐

貫
最

終
処

分
場

は
埋

立
終

了
か

ら
、

そ
れ

ぞ
れ

19
年

が
経

過
し

て
い

る
。

　
老

朽
化

し
た

各
浸

出
水

処
理

設
備

に
お

い
て

処
理

が
滞

る
こ

と
の

な
い

よ
う

、
施

設
及

び
設

備
の

消
耗

や
不

具
合

箇
所

の
補

修
工

事
を

実
施

す
る

も
の

。

　
新

最
終

処
分

場
の

建
設

事
業

に
伴

い
、

環
境

整
備

等
に

係
る

地
元

自
治

会
と

の
同

意
事

業
負

担
金

を
支

出
し

て
い

る
。

　
要

望
に

よ
り

繰
上

げ
て

支
出

し
た

た
め

、
令

和
8年

度
で

終
了

予
定

。

（
事

業
負

担
金

総
額

　
73

,5
60
千

円
、

債
務

負
担

行
為

限
度

額
　

62
,0

56
千

円
）

経
常

　
最

終
処

分
場

の
放

流
水

や
施

設
周

辺
の

民
家

井
戸

等
の

水
質

に
加

え
、

埋
立

地
か

ら
発

生
す

る
ガ

ス
、

ダ
イ

オ
キ

シ
ン

類
、

副
生

塩
等

の
放

射
性

物
質

に
つ

い
て

分
析

を
実

施
す

る
も

の
。

14
最

終
処

分
場

補
修

工
事

56
,9

47

備
品

購
入

費
(新

最
終

処
分

場
)

【
新
規
・
単
発
】

18
15

,0
00

臨
時

地
元

同
意

事
業

負
担

金
【
新
規
】

地
元

同
意

事
業

負
担

金
【
債
務
負
担
行
為
設
定
済

　
　

R
５
年
度
～

R
９
年
度
】

水
質

・
排

ガ
ス

等
分

析
委

託
料

紙
類

等
収

集
業

務
委

託
【
長
期
継
続
契
約

  
　

 R
4.

4.
1～

R
9.

3.
31
】

56
,1

14
　

圏
域

内
の

各
集

積
所

に
排

出
さ

れ
た

資
源

ご
み

の
う

ち
紙

類
等

に
つ

い
て

、
茂

原
市

は
月

2

回
、

町
村

は
月

1回
収

集
し

、
長

生
郡

市
再

生
資

源
協

同
組

合
へ

搬
入

す
る

業
務

を
委

託
し

て
い

る
。

臨
時

　
新

最
終

処
分

場
に

設
置

す
る

事
務

用
収

納
家

具
及

び
施

設
管

理
用

の
乗

用
草

刈
機

な
ど

の
購

入
に

要
す

る
備

品
購

入
費

。

　
エ

コ
パ

ー
ク

長
生

の
延

命
に

係
る

地
元

協
力

金
と

し
て

、
地

元
2地

区
に

対
し

環
境

整
備

助
成

金
及

び
自

治
会

助
成

金
を

支
出

す
る

も
の

。

　
新

最
終

処
分

場
の

建
設

事
業

に
伴

い
、

影
響

の
あ

る
周

辺
道

路
及

び
水

路
の

改
修

を
長

柄
町

の
協

力
を

得
て

施
工

す
る

も
の

。

　
令

和
8年

度
は

、
河

川
改

修
工

事
に

係
る

負
担

金
と

な
る

。

（
事

業
負

担
金

総
額

及
び

債
務

負
担

行
為

限
度

額
　

98
,1

50
千

円
）

5,
11

5

　
令

和
8年

4月
か
ら
試

運
転

開
始

、
12
月

か
ら
供

用
開

始
予

定
の
新

最
終

処
分

場
の
令

和
8年

度
の

運
転
経
費

と
し
て
、

光
熱

水
費

な
ど
需

用
費

で
19

,3
96
千

円
、

火
災

保
険

料
な
ど
役

務
費

で
85

4千

円
、

浸
出

水
処
理

施
設

運
転

管
理

業
務

委
託

な
ど
委

託
料

で
17

,5
42
千

円
、

F
A

X
借

上
料

な
ど
使

用

料
及

び
賃

借
料

で
34
千

円
を
計

上
し
て
い
る
。

3,
00

0

経
常

浸
出

水
処

理
施

設
運

転
管

理
業

務

委
託

43
,1

46

　
エ

コ
パ

ー
ク

長
生

及
び

佐
貫

最
終

処
分

場
の

浸
出

水
処

理
施

設
の

運
転

管
理

業
務

を
委

託
し

て
い

る
。

　
ま

た
、

新
最

終
処

分
場

に
つ

い
て

も
令

和
8年

12
月

か
ら

供
用

開
始

を
予

定
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

3か
所

の
最

終
処

分
場

に
係

る
運

転
管

理
業

務
委

託
を

一
括

発
注

す
る

予
定

。

8,
32

4

経
常

臨
時

地
元

同
意

事
業

負
担

金
【
債
務
負
担
行
為
設
定
済

　
　

R
４
年
度
～

R
17
年
度
】

11
,6

16

37
,8

26
経

常
新

最
終

処
分

場
運

転
管

理
経

費

(再
掲

含
む

)
【
新
規
】

4.
2.

5

最
終

処

分
場

費

12

13



補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

32
,8

55

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

11
5,

59
6

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

2,
96

1

4.
2.

6

資
源

化

推
進

費

12

補
助

金

　
圏

域
内

の
各

集
積

所
に

排
出

さ
れ

た
資

源
ご

み
の

う
ち

ビ
ン

等
に

つ
い

て
、

茂
原

市
は

月
2

回
、

町
村

は
月

1回
収

集
し

、
環

境
衛

生
セ

ン
タ

ー
へ

搬
入

す
る

業
務

を
委

託
し

て
い

る
。

　
令

和
8年

度
は

5年
長

期
継

続
契

約
の

更
改

年
度

に
当

た
り

、
人

件
費

等
の

上
昇

に
よ

り
12

,4
98

千
円

（
12

.1
％

）
の

増
を

見
込

ん
で

い
る

。

　
な

お
、

人
件

費
の

見
通

し
が

立
て

ら
れ

な
い

た
め

、
令

和
8年

度
の

契
約

は
単

年
度

契
約

を
予

定
し

て
い

る
。

　
最

終
処

分
場

の
造

成
工

事
、

貯
留

構
造

物
及

び
被

覆
施

設
等

の
工

事
を

実
施

す
る

も
の

。

(契
約

総
額

見
込

 4
,7

22
,6

47
千

円
、

R
8年

度
 1

,2
40

,6
85
千

円
)

ご
み

受
入

選
別

作
業

等
業

務
委

託
【
長
期
継
続
契
約

  
　

 R
3.

10
.1
～

R
8.

9.
30
】

　
新

最
終

処
分

場
に

お
い

て
浸

出
水

処
理

施
設

の
建

設
工

事
を

実
施

す
る

も
の

。

(契
約

金
額

 3
,4

78
,1

93
千

円
、

R
8年

度
 3

53
,9

52
千

円
)

32
,8

55

　
新

最
終

処
分

場
土

木
建

築
工

事
の

一
部

に
つ

い
て

、
地

元
建

設
業

者
へ

発
注

す
る

も
の

。

(R
8年

度
 7

1,
65

4千
円

)

　
新

最
終

処
分

場
の

落
成

式
を

開
催

す
る

に
あ

た
り

、
案

内
状

作
成

等
の

準
備

、
会

場
設

営
、

式
典

運
営

な
ど

一
連

の
業

務
を

委
託

す
る

も
の

。

ビ
ン

等
収

集
業

務
委

託
【
長
期
継
続
契
約

  
 　

R
3.

10
.1
～

R
8.

9.
30
】

臨
時

　
資

源
ご

み
（

ビ
ン

・
ペ

ッ
ト

ボ
ト

ル
等

）
の

分
別

業
務

を
委

託
し

て
お

り
、

施
設

全
体

の
安

全
管

理
及

び
業

務
管

理
を

円
滑

に
す

る
た

め
、

可
燃

ご
み

受
入

分
別

業
務

、
不

燃
ご

み
受

入
作

業
、

並
び

に
マ

ニ
ピ

ュ
レ

ー
タ

運
転

操
作

に
よ

る
処

理
不

適
物

の
分

別
業

務
を

含
め

、
契

約
を

一
本

化
し

管
理

体
制

の
強

化
を

図
っ

て
い

る
。

　
令

和
8年

度
は

5年
長

期
継

続
契

約
の

更
改

年
度

に
当

た
り

、
人

件
費

等
の

上
昇

に
よ

り
2,

97
0

千
円

（
9.

9％
）

の
増

を
見

込
ん

で
い

る
。

　
な

お
、

人
件

費
の

見
通

し
が

立
て

ら
れ

な
い

た
め

、
令

和
8年

度
の

契
約

は
単

年
度

契
約

を
予

定
し

て
い

る
。

浸
出

水
処

理
施

設
建

設
工

事
【
契
約
期
間

　
　

R
5.

9.
29
～

R
8.

11
.3

0】

臨
時

臨
時

臨
時

12

経
常

1,
66

6,
29

1
土

木
建

築
工

事
(地

元
発

注
分

)

経
常

14

土
木

建
築

工
事

【
契
約
期
間

　
　

R
5.

11
.2
～

R
8.

11
.3

0】

新
最

終
処

分
場

落
成

式
設

営
等

委

託 【
新
規
・
単
発
】

11
5,

59
6

2,
96

1

4.
2.

7

新
最

終

処
分

場

建
設

費

47
4,

44
2

組
合

債
1,

03
1,

40
0

繰
入

金
16

0,
44

9

一
般

財
源

14



補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

10
,4

59

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

20
,0

00

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

18
,6

23

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

50
0

補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

46
,3

42

補
助

金
1,

29
7

組
合

債

一
般

財
源

6,
48

5
補

助
金

44
5

組
合

債

一
般

財
源

2,
37

8
補

助
金

組
合

債

一
般

財
源

32
,7

61
補

助
金

組
合

債

一
般

財
源

9,
90

0

32
,7

61

18

千
葉

県
市

町
村

総
合

事
務

組
合

負

担
金

経
常

5.
1.

2

非
常

備

消
防

費

経
常

　
経

年
劣

化
等

に
よ

り
損

傷
し

た
消

火
栓

ボ
ッ

ク
ス

の
修

繕
、

ま
た

道
路

工
事

等
に

伴
い

移
設

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

水
道

部
へ

施
工

を
依

頼
し

、
そ

の
費

用
を

負
担

す
る

も
の

。

18
経

常

経
常

17

消
火

栓
修

繕
負

担
金

経
常

　
消

防
団

員
実

数
1,

19
5人

分
の

年
額

報
酬

及
び

出
動

報
酬

。

　
な

お
、

条
例

定
数

は
1,

46
9人

。

　
ま

た
、

令
和

8年
度

か
ら

消
防

操
法

大
会

訓
練

に
係

る
出

動
報

酬
(2

,3
10
千

円
)を

新
規

に
計

上

し
て

い
る

。

中
継

槽
(4

00
L

)購
入

2,
82

3
　

小
型

動
力

ポ
ン

プ
を

運
用

し
て

い
る

81
部

に
配

備
し

て
い

る
中

継
槽

に
つ

い
て

、
老

朽
化

に

よ
る

劣
化

が
著

し
く

修
繕

が
不

可
能

な
37
基

を
更

新
購

入
す

る
も

の
。

　
千

葉
市

ほ
か

10
市

1町
及

び
8一

部
事

務
組

合
に

よ
り

、
20
の

消
防

本
部

が
11

9番
通

報
の

受

信
、

消
防

車
及

び
救

急
車

の
無

線
管

制
等

の
通

信
指

令
業

務
を

共
同

運
用

す
る

た
め

の
負

担

金
。

　
共

同
運

用
に

よ
り

業
務

の
効

率
化

が
図

ら
れ

る
と

と
も

に
、

各
消

防
本

部
間

の
連

携
及

び
情

報
共

有
が

可
能

と
な

り
、

隣
接

地
域

や
大

規
模

災
害

時
に

お
け

る
相

互
応

援
体

制
の

充
実

・
強

化
に

つ
な

が
っ

て
い

る
。

7,
78

2

10
,4

59

ち
ば

消
防

共
同

指
令

セ
ン

タ
ー

負

担
金

18
,6

23

　
火

災
現

場
で

着
用

す
る

防
火

衣
に

つ
い

て
は

、
耐

用
年

数
を

8年
と

基
準

に
定

め
、

毎
年

度
25

着
の

更
新

を
実

施
し

て
い

る
。

　
消

防
団

員
の

公
務

災
害

補
償

負
担

金
及

び
退

職
報

償
金

負
担

金
で

あ
り

、
負

担
金

額
は

前
年

10
月

1日
現

在
の

条
例

定
数

等
に

基
づ

き
算

出
さ

れ
る

。

　
新

西
消

防
署

に
設

置
す

る
事

業
用

収
納

家
具

及
び

電
化

製
品

の
更

新
並

び
に

追
加

購
入

に
要

す
る

備
品

購
入

費
。

9,
90

0

10

　
消

防
業

務
に

お
い

て
大

型
自

動
車

を
運

転
す

る
た

め
に

必
要

な
免

許
の

取
得

費
用

を
一

部
補

助
し

、
消

防
業

務
体

制
の

維
持

を
図

る
も

の
。

　
な

お
、

県
内

31
消

防
本

部
の

う
ち

22
消

防
本

部
が

大
型

自
動

車
免

許
取

得
費

用
の

補
助

を
実

施

し
て

い
る

。

経
常

消
防

団
員

報
酬

(年
額

及
び

出
動

)
【
一
部
新
規
】

46
,3

42

そ
の

他
負

担
金

(大
型

自
動

車
免

許
取

得
補

助
金

)
【
新
規
】

50
0

　
新

入
団

員
66
人

に
貸

与
す

る
活

動
服

等
一

式
、

並
び

に
新

副
分

団
長

以
上

に
貸

与
す

る
甲

服

一
式

18
人

分
を

購
入

す
る

も
の

。

20
,0

00

18

経
常

新
入
団

員
等

被
服

購
入

117

備
品

購
入

費
(防

火
衣

更
新

)

経
常

臨
時

備
品

購
入

費
(新

西
消

防
署

)
【
新
規
・
単
発
】

5.
1.

1

常
備

消

防
費

15



12
臨

時

西
消

防
署

消
防

庁
舎

建
設

工
事

監
理

委
託

【
契
約
期
間

　
　

R
7.

9.
9～

R
8.

10
.3

0】

補
助

金

　
西

消
防

署
の

消
防

庁
舎

建
設

工
事

に
関

し
、

設
計

に
基

づ
き

工
事

を
円

滑
に

進
め

る
た

め
、

組
合

を
補

佐
す

る
と

と
も

に
、

工
事

請
負

業
者

に
対

し
て

施
工

に
係

る
指

示
、

助
言

及
び

監
理

を
行

う
も

の
。

(契
約

金
額

 2
5,

93
7千

円
、

R
8年

度
 1

8,
81

5千
円

)

臨
時

西
消

防
署

外
構

工
事

組
合

債
49

2,
10

0
　

敷
地

内
の

舗
装

及
び

外
周

フ
ェ

ン
ス

の
設

置
等

を
実

施
す

る
も

の
。

(R
8年

度
予

算
額

 9
,8

96
千

円
)

臨
時

西
消

防
署

消
防

庁
舎

建
設

工
事

【
契
約
期
間

　
　

R
7.

8.
30
～

R
8.

10
.3

0】

一
般

財
源

16
4,

08
4
　

西
消

防
署

庁
舎

の
建

設
工

事
を

実
施

す
る

も
の

。

(契
約

金
額

 8
62

,4
00
千

円
、

R
8年

度
 6

27
,4

73
千

円
)

補
助

金
5,

21
2

組
合

債
30

,8
00

一
般

財
源

9,
13

0

補
助

金
7,

59
6

組
合

債
61

,6
00

一
般

財
源

19
,5

21

補
助

金

組
合

債
23

,0
00

一
般

財
源

7,
76

1

助
成

金
9,

56
1

組
合

債
27

,5
00

一
般

財
源

65

19

臨
時

災
害

対
応

特
殊

水
槽

付
消

防
ポ

ン

プ
自

動
車

購
入

(更
新

)

(佐
貫

分
署

)

45
,1

42

14

臨
時

37
,1

26

　
災

害
発

生
時

の
情

報
伝

達
・

収
集

体
制

を
強

化
す

る
と

と
も

に
、

安
定

し
た

通
信

の
確

保
を

図
る

た
め

、
老

朽
化

し
た

県
防

災
行

政
無

線
及

び
消

防
救

急
無

線
の

再
整

備
を

行
う

も
の

。

　
調

達
は

千
葉

県
が

実
施

し
、

そ
の

負
担

金
と

し
て

令
和

7年
度

か
ら

令
和

9年
度

ま
で

の
総

額

18
5,

07
4千

円
を

当
組

合
が

負
担

す
る

も
の

。

　
な

お
、

令
和

8年
度

以
降

は
千

葉
県

市
町

村
振

興
協

会
か

ら
本

事
業

に
対

す
る

助
成

が
決

定
し

て
い

る
。

30
,7

61

　
千

葉
市

ほ
か

10
市

1町
及

び
8一

部
事

務
組

合
に

よ
り

、
20
の

消
防

本
部

が
共

同
で

指
令

セ
ン

タ
ー

を
整

備
し

、
平

成
25
年

4月
か

ら
運

用
を

開
始

し
て

い
る

。

　
平

成
30
年

度
及

び
令

和
元

年
度

に
部

分
更

新
を

行
っ

た
が

、
設

備
の

老
朽

化
に

伴
い

、
令

和
6

年
度

か
ら

令
和

8年
度

ま
で

の
3か

年
で

指
令

シ
ス

テ
ム

の
全

体
更

新
を

実
施

す
る

も
の

。

　
調

達
は

千
葉

市
が

行
い

、
そ

の
負

担
金

と
し

て
当

組
合

は
全

体
事

業
費

の
約

5％
、

総
額

26
4,

85
9千

円
を

負
担

す
る

も
の

。

　
救

急
自

動
車

に
つ

い
て

は
、

本
圏

域
の

特
性

上
、

救
急

搬
送

が
長

距
離

と
な

る
傾

向
が

強

く
、

ま
た

傷
病

者
及

び
そ

の
家

族
等

一
般

住
民

を
乗

車
さ

せ
て

走
行

す
る

と
い

う
任

務
の

特
殊

性
と

安
全

性
を

考
慮

し
、

8年
又

は
走

行
距

離
25
万

km
を

更
新

基
準

と
し

て
い

る
。

　
北

消
防

署
の

救
急

自
動

車
は

令
和

8年
度

末
に

耐
用

年
数

8年
を

経
過

す
る

こ
と

か
ら

、
更

新

を
行

う
も

の
。

　
水

槽
付

消
防

ポ
ン

プ
自

動
車

は
18
年

を
更

新
基

準
と

し
て

お
り

、
佐

貫
分

署
の

車
両

は
令

和
8

年
度

末
に

18
年

を
経

過
し

ま
す

。
加

え
て

、
エ

ン
ジ

ン
性

能
の

低
下

や
ポ

ン
プ

装
置

・
電

装
品

の
老

朽
化

に
よ

る
不

具
合

が
見

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

消
火

資
機

材
の

更
新

及
び

資
機

材
の

収
納

ス
ペ

ー
ス

を
兼

ね
備

え
た

車
両

へ
更

新
す

る
も

の
。

88
,7

17

臨
時

臨
時

65
6,

18
4

高
規

格
救

急
自

動
車

購
入

(更
新

)

(北
消

防
署

)

消
防

救
急

無
線

再
整

備
事

業
負

担

金
(千

葉
県

防
災

行
政

無
線

設
備

再
整

備
負

担
金

を
含

む
)

ち
ば

消
防

共
同

指
令

セ
ン

タ
ー

指

令
シ

ス
テ

ム
全

体
更

新
事

業
負

担

金 【
債
務
負
担
行
為
設
定
済

　
　
　
　

R
6年

度
～

R
8年

度
】

1817
5.

1.
3

常
備

消

防
施

設

費
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補
助

金

組
合

債

一
般

財
源

99
6

※
 5

.1
.4

 非
常

備
消

防
施

設
費

 (
特

別
負

担
金

)は
、

別
紙

、
「

令
和

8年
度

 市
町

村
別

非
常

備
消

防
施

設
整

備
事

業
一

覧
表

」
の

と
お

り
。

6.
1.

1

教
材

セ
ン

タ
ー

費

12
経

常
IC

T
(情

報
通

信
技

術
)研

修
委

託
99

6

　
学

校
教

育
に

お
い

て
は

、
視

聴
覚

機
器

を
含

む
IC

T
の

活
用

が
重

要
と

な
っ

て
き

て
お

り
、

教

員
の

資
質

向
上

に
資

す
る

た
め

、
現

下
の

課
題

や
需

要
に

即
し

た
内

容
で

の
研

修
を

委
託

す
る

も
の

。

　
な

お
、

本
研

修
は

組
合

教
育

委
員

会
会

議
に

お
い

て
、

構
成

市
町

村
の

教
育

長
か

ら
要

望
の

あ
っ

た
も

の
。

17



飲料水兼用耐震貯水槽点検清掃委

託
東中学校 2,200 2,200

小型動力ポンプ付積載車(B3級)購

入(更新)
2-2-2(北塚) 12,045 6,197 5,800 48

消防機庫解体工事 真名 1,936 1,936

防火水槽撤去工事 木崎614番地先 1,993 1,993

消火栓新設 3栓 7,788 7,788

令和7年度更新廃車車両売却収入 250 △250

25,962 6,197 5,800 250 13,715

一

宮

町

小型動力ポンプ付積載車(B3級)購

入(更新)
4-3-1(一宮) 12,045 1,604 9,800 641

防火水槽撤去工事 上市場1019番地先 2,350 2,350

小型動力ポンプ付積載車(B3級)購

入(更新)
5-3-1(寺崎) 12,046 1,604 9,800 642

消火栓新設 2栓 5,192 5,192

19,588 1,604 9,800 8,184

長

生

村

防火水槽撤去工事　3か所
金田184番地先

金田2034番地先

本郷1041番地先
4,477 4,477

白

子

町

消火栓新設 1栓 2,596 2,596

防火水槽仕切弁設置工事 山之郷630番地先 1,408 1,408

防火水槽補修工事 長柄山414番地先 979 979

2,387 2,387

消防ポンプ自動車CD-Ⅰ(3.5t未満)

購入(更新)
9-2-1(米満) 22,745 7,601 14,500 644

消火栓新設 1栓 2,596 2,596

25,341 7,601 14,500 3,240

92,396 17,006 39,900 250 35,240市町村計

地方債

茂

原

市

計

睦

沢

町

財源内訳

補助金

交付金

一般財源

(負担金)

計

事業名

（単位：千円）

長

柄

町

計

長

南

町

計

令和８年度 市町村別非常備消防施設整備事業一覧表

場所 事業費
その他

18



〔業務量の見込み〕

(1) 受水

(2) 地下水

1.水道事業収益及び費用について（税込み）

（単位：千円）

款　項 目

1

1

1

2

3

2

1

2

3

4

5

6

0.5

人

△ 0.6

△ 1.0

△ 16.8

3.3

給水申込納付金

その他営業収益

県補助金

営業外収益

長期前受金戻入

受取利息及び配当金

市町村負担金

項　目 令和8年度

4.一日平均給水量

3.年間総給水量

令和7年度

2.給水人口 134,295

65,330

人 135,714 人

304

△ 1,419

△ 106,530

令和7年度
当初予算額②

△ 0.6

ｍ
3

ｍ
3 15,495,000

ｍ
3

507,590 ｍ
3

△ 614,120

△ 292 ｍ
3

令和８年度水道事業会計予算（案）概要

世帯1.給水世帯数 65,634

増減率（％）

ｍ
3

世帯世帯

増　　減

ｍ
3

ｍ
352,194

3,048,110 ｍ
3 3,662,230

ｍ
3 52,486

内
訳

ｍ
3

19,157,230 ｍ
3

3,936,654

16,002,590

19,050,700

水道事業収益

　水道事業収益は、前年度当初予算額に対して275,627千円、5.4％減の4,790,190千円を計上。

１項営業収益は、前年度当初予算額に対して9,668千円、0.2％減の3,936,654千円で、その内訳とし

て、１目給水収益は、令和7年度上半期の実績から家事用、官公署用の使用水量の減少を見込み、

8,812千円減の3,922,597千円を計上。

２目受託工事収益は1千円を計上し、３目その他営業収益は、手数料及び雑収益として856千円減の

14,056千円を計上。

次に、２項営業外収益は、前年度当初予算額に対して265,959千円、23.8％減の853,536千円で、その

内訳として、１目受取利息及び配当金は、有価証券に係る利息として778千円を計上。

　２目給水申込納付金は新規申込件数の減少により19,947千円減の152,241千円を計上。

　３目市町村負担金は、高料金対策補助金として60,862千円、15.1％増の463,762千円を計上。

　４目県補助金は、用水供給事業統合により設けられた制度を活用し、61,049千円を計上。

５目長期前受金戻入は、補助金・負担金等により取得した資産に係る減価償却費見合い分を収益化

したもので、10,766千円増の174,587千円を計上。

　６目雑収益は、生命保険取扱手数料等を見込み、37千円増の1,119千円を計上。

1

令和8年度
当初予算額①

営業収益

給水収益

受託工事収益

3,922,597

1

1,119 1,082 3.4

10,766

0

163,821

853,536

△ 5.7

174,587

△ 5.4

△ 0.2

61,049

14,056 14,912

778

△ 0.2

0.0

3,931,409

402,900

△ 275,627

△ 9,668

△ 8,812

463,762

378,726

152,241 172,188

4,790,190 5,065,817

3,946,322

△ 317,677

△ 265,959

増減率(％)

③/②×100

6.6

0

1,119,495

△ 856

△ 23.8

0.0

増減額③

①-②

778

△ 11.6

15.1

△ 83.9

60,862

△ 19,947

雑収益 37
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（水道事業費用）

（単位：千円）

款　項 目

1

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

2

3

3

予定損益計算書について （単位：千円）

（単位：千円）

消費税及び地方消費税

水道事業費用

　　　　受水費

4,726,809

原水及び浄水費

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費

営業費用

486,184 471,479

雑支出

当年度純利益

予備費

水道事業費用(B) 274,133

10,000

9,900

1

284,910

総係費

その他営業費用

業務費

904,730

配水及び給水費

4,920,004

2,884,777

5,175,167

△ 183,852 △ 1,104 △ 0.6

3,164,185

149,338

141,486

177,432

14,851

　　区　　分

区　　分

水道事業収益(A) 370,462

96,329

10,000

③

0 0.0

137,336

0.0

当年度純損益消費税等相当額

差　　額(A)-(B)

令和8年度

純損失　△184,956 

△ 184,956

資産減耗費

9,900

18,456

0

△ 3,605

522522

183,195

4,150

増減額③

①-②

減価償却費 7,761 0.9

2,844,749

2,543,558

896,969

当初予算額②

258.8

令和7年度

4,419,728

令和7年度
当初予算額②

5,015,829

△ 255,163

△ 289,020

△ 341,219

14,705

令和8年度
当初予算額①

△ 4.9

△ 5.8

増減率(％)

③/②×100

　水道事業費用は、前年度当初予算額に対して255,163千円、4.9％減の4,920,004千円を計上。

１項営業費用は、前年度当初予算額に対して289,020千円、5.8％減の4,726,809千円で、その内訳とし

て、１目原水及び浄水費は、主に浄水場などの取水浄水施設の維持管理に係る経費で、動力費等が増

加するものの、受水費が用水供給事業体の統合に伴い減少したことにより、319,436千円減の2,844,749

千円を計上。

２目配水及び給水費は、主に漏水修理工事等の配水施設の維持管理に係る経費で、漏水調査業務委

託に伴う委託料の増加等により14,705千円増の486,184千円を計上。

３目受託工事費は、1千円を計上し、４目業務費は、主に水道料金の検針及び集金に係る経費で、

量水器修繕費等の増加により7,503千円増の284,910千円を計上。

５目総係費は、主に事業運営に係る経費で、人事院勧告等に準じた給与改定に伴う人件費の増加に

より、4,052千円増の181,484千円を計上。

　６目減価償却費は、集中監視装置等の償却資産の増加により7,761千円増の904,730千円を計上。

次に２項営業外費用は、前年度当初予算額に対して33,857千円、22.7％増の183,195千円で、その内訳

として１目支払利息及び企業債取扱諸費は、4,150千円増の141,486千円を計上。

２目消費税及び地方消費税は、仮受消費税から仮払消費税を控除した納税額で、29,707千円増の

41,187千円を計上し、３項予備費は、施設の応急修繕や災害復旧費用として、10,000千円を計上。

受託工事費 0

277,407

△ 10.1

△ 11.8

3.1

2.7

1

7,503

△ 319,436

181,484

33,857

29,70741,187 11,480

0

0.0

△ 19.5

2.3

22.7

0.0

4,052

△ 41,187

④＝①-(②+③)

3.0

増減額③ 増減率（％）

①-②当初予算額①

4,790,190

△ 129,814

41,187

③/②×100

予算額（税込み額）

①

4,920,004 4,604,684

②
消費税等納付額
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2.資本的収入及び支出について（税込み）

（資本的収入）

（単位：千円）

款　項 目

1

1

1

－

－

2

1

（資本的支出）

（単位：千円）

款　項 目

1

1

1

2

3

4

5

2

1

　資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,116,571千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的
収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金で補てんする。

消火栓工事費

負担金

資本的支出

789,686

△ 96,039

19,237

61,138

16,111営業設備費

企業債償還金

企業債償還金 △ 10.8885,725

789,686

1.8

104.1

△ 10.8

29,950

807,580

19.43,126

△ 26.3

31,188

△ 288,812

国庫補助金

建設事務費

0

76,525

令和8年度
当初予算額①

資本的収入

負担金

692,025

△ 6,908

△ 96,039

75,327

△ 27.5

885,725

1,940

25,080

615,500

1,018,910

企業債

令和8年度
当初予算額①

企業債

国庫補助金

615,500

0

建設改良費

1,808,596

令和7年度
当初予算額②

増減率(％)

③/②×100

増減額③

①-②

1,278,376 △ 20.3△ 259,466

△ 16.3

△ 63,708

18,172

76,525

△ 120,200735,700

735,700 △ 120,200

△ 182,710

1.6

△ 16.4

　資本的支出は、前年度当初予算額に対して355,505千円、16.4％減の1,808,596千円を計上。

１項建設改良費は、前年度当初予算額に対して259,466千円、20.3％減の1,018,910千円で、その内訳と

して１目消火栓工事費は、消火栓設置工事の減少により6,908千円減の18,172千円を計上。

　２目建設事務費は、事務機器賃借料等の増加により1,940千円増の112,783千円を計上。

３目原水施設費は、取水浄水施設更新等に係る費用として、老朽化したポンプ設備の更新工事等を

実施することにより31,188千円増の61,138千円を計上。

４目配水施設費は、配水施設更新に係る費用として、交付金事業を令和７年度に前倒しし実施する

ことにより288,812千円減の807,580千円を計上。

　５目営業設備費は、深井戸用水中モーターポンプ購入等により3,126千円増の19,237千円を計上。

２項企業債償還金１目企業債償還金は、前年度当初予算額に対して96,039千円、10.8％減の789,686千

円を計上。

1,198

配水施設費

△ 355,505

増減額③

①-②

原水施設費

2,164,101

1,096,392

112,783

63,708

75,327

令和7年度
当初予算額②

63,708

　資本的収入は、前年度当初予算額に対して182,710千円、20.9％減の692,025千円を計上。

１項企業債１目企業債は、配水管更新工事等の建設改良事業の財源として、前年度当初予算額に対

して120,200千円、16.3％減の615,500千円を計上。

　国庫補助金は、交付額の配分を有利にするため、交付金事業を前倒しし、計上せず。

２項負担金１目負担金は、下水道整備に伴う水道管移設などの受託工事の増に伴う負担金収入の増

加により、前年度当初予算額に対して1,198千円、1.6％増の76,525千円を計上。

皆減

110,843

皆減

874,735

増減率(％)

③/②×100

△ 16.3

△ 63,708

1,198

1.6

△ 20.9
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１　消火栓工事費

・地下式消火栓設置工事（7栓） 千円

２　建設事務費

・岩撫加圧施設建屋建設施工管理委託 千円

・その他の業務委託 千円

３　原水施設費

・加圧ポンプ増設工事（山之郷浄水場） 千円

・ポンプ設備改修工事（各浄水場） 千円

・取水井引揚挿入工事 千円

・２号ろ過機制御盤更新工事（皿木浄水場） 千円

・その他施設改修工事 千円

４　配水施設費

・配水管（経年管）布設替え工事（L=4,881ｍ） 千円

【主な工事】

配水管布設替え工事 茂原市八千代地先　 ほか19箇所

・負担金等を財源とする配水管布設替え工事等（L=288ｍ） 千円

長生村下水道整備事業に伴う配水管布設替え工事

河川改修事業に伴う配水管布設替え工事

千葉県グリーンライン整備事業に伴う配水管布設替え工事

・道路改良等に伴う配水管布設替え工事（L=759ｍ） 千円

長南町道路改良に伴う配水管布設替え工事

県単道路改良工事に伴う配水管布設工事

白子町ガス共同事業に伴う配水管布設替え工事

茂原駅前通り土地区画整理事業に伴う配水管布設替え工事

・配水管増圧工事（L=400ｍ） 千円

・施設改修工事

施設統廃合に伴う加圧施設築造工事 千円

自動水質監視装置更新工事 千円

加圧ポンプ更新工事（大村加圧ポンプ場） 千円

５　継続費

・監視制御装置更新工事（上太田減圧施設・大沢配水場） 【令和8年度～令和9年度】 千円

・岩撫加圧施設築造工事　　　　　　　　　 　　　　【令和8年度～令和9年度】 千円

3,960

24,970

18,172

18,051

4,400

5,335

54,604

29,942

8,602

71,269

7,392

5,390

主　　要　　事　　業

33,880

3,691

603,584

213,400

138,908
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許可病床数 180 床 180 床 0 床
稼働病床数（休床届出後） 128 床 128 床 0 床
⼊  院   (年延) 36,500 ⼈ 36,865 ⼈ △ 365 ⼈
　診療⽇数 365 ⽇ 365 ⽇ 0 ⽇
　１⽇平均 100 ⼈ 101 ⼈ △ 1 ⼈
外  来   (年延) 78,325 ⼈ 82,280 ⼈ △ 3,955 ⼈
　診療⽇数 241 ⽇ 242 ⽇ △ 1 ⽇
　１⽇平均 325 ⼈ 340 ⼈ △ 15 ⼈

(病院事業収益) （単位︓千円）

款 項 ⽬
1 病院事業収益　

1
1 ⼊　院　収　益
2 外　来　収　益
3 その他医業収益
4 市町村負担⾦

2
1 受取利息配当⾦
2 市町村負担⾦
3 補　助　⾦
4 ⻑期前受⾦戻⼊
5 その他医業外収益
6 売　店　収　益
7 消費税及び地⽅消費税還付⾦

3
1 その他特別利益

【1款 病院事業収益】

4⽬ 　⻑期前受⾦戻⼊が増額となった主な要因は、算定対象である企業債元⾦償還⾦分のうち、令和7年度
借⼊による企業債元⾦償還⾦分の増によるもの。

5⽬ 　その他医業外収益が増額となった要因は、CSセット売上⼿数料の増等によるもの。

4⽬ 　市町村負担⾦が増額となった主な要因は、⾮常勤医師対応等による委託費の増及び⼈件費の増により、
救急医療に要する費⽤が増となったことによるもの。

2項2⽬ 　市町村負担⾦が減額となった主な要因は、退職⼿当負担⾦に要する経費等の減額によるもの。
 3⽬ 　補助⾦が増額となった主な要因は、実績に基づき算出したことによるもの。

1項1⽬ 　⼊院収益が減額となった主な要因は、令和7年度⼊院患者数実績と今後の取組み等から、１⽇平均⼊
院患者数を100⼈と⾒込んだことによるもの。

2⽬ 　外来収益が減額となった主な要因は、令和7年度外来患者数実績と今後の取組み等から、1⽇平均患者
数を325⼈と⾒込んだことによるもの。

3⽬ 　その他医業収益が増額となった主な要因は、公衆衛⽣費及び医療相談収益を実績に基づき算出した結
果、増額となったことによるもの。

特別利益 1 1 0 0.0
1 1 0 0.0

1 12,000 △ 11,999 △ 100.0
1 1 0 0.0

157,476 149,293 8,183 5.5
22,401 15,162 7,239 47.7

561,695 567,016 △ 5,321 △ 0.9
4,800 4,600 200 4.3

医業外収益 747,514 748,604 △ 1,090 △ 0.1
1,140 532 608 114.3

224,499 213,557 10,942 5.1

1,766,600 1,776,893 △ 10,293 △ 0.6
916,403 954,448 △ 38,045 △ 4.0

△ 0.9
医業収益　 3,057,502 3,089,613 △ 32,111 △ 1.0

150,000 144,715 5,285 3.7

令和８年度病院事業会計予算（案）概要
〔業務量の⾒込み〕

項　　　　　　⽬ 令和８年度 令和７年度 ⽐　　較　（％）

1. 病院事業収益及び費⽤について(税込み)

区　　分 令和８年度 令和７年度 ⽐較(千円) 増減率(％)

　1.  病　床　数 0.0
0.0

　2. 年間患者数
△ 1.0

△ 4.8

3,805,017 3,838,218 △ 33,201
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(病院事業費用) （単位：千円）

款 項 目
1

1
1 給　与　費

うち退職給付引当金繰入額
2 材　料　費
3 経　　　 費

うち貸倒引当金繰入額

4 減　価　償　却　費

5 資　産　減　耗　費
うち固定資産除却費

6 研　究　研　修　費
2

1 支払利息及び企業債取扱諸費
2 売　店　費　用
3 消費税及び地方消費税
4 雑　支　出
5 長期前払消費税勘定償却

3
1 その他特別損失

【1款　病院事業費用】

経常損益 △ 3,319 14,848 △ 18,167 △ 122.4
当期純損益 △ 3,319 14,848 △ 18,167 △ 122.4

（単位：千円）

令和８年度 令和７年度 比較(千円) 増減率(％)

3目 　消費税及び地方消費税は、前年度に比べ、50千円の減となるもの。

4目 　雑支出の減額は、修学資金貸付金返還債務の免除対象該当者無しによるもの。

5目 　長期前払消費税勘定償却は、消費税計算による控除対象外消費税を算出し、前年度に比べ、3,326

千円の増となるもの。

5目 　資産減耗費は、令和6年度上半期実績を基に算出し、前年度に比べ、330千円増となるもの。

6目 　研究研修費は、令和6年度上半期実績を基に算出し、前年度に比べ、410千円減となるもの。

2項1目 　支払利息及び企業債取扱諸費が増額となった主な要因は、令和7年度借入による企業債利息の増によ

るもの。

2目 　材料費が減額となった主な要因は、診療材料費及び医療消耗備品費が増額となったものの、高額医薬品

使用量の減による薬品費の大幅な減によるもの。

3目 　経費が減額となった主な要因は、通信運搬費及び寝具賃借料等が増となったものの、光熱水費より

6,397千円の減、また委託料で10,372千円の減となったことによるもの。

4目 　減価償却費は、有形固定資産を定額法により算出し、前年度に比べ、30,947千円増となるもの。

1 1 0 0.0

1項1目 　給与費が増額となった主な要因は、人事院勧告等に準じた給与改定に伴い、給与費が増となったことによ

るもの。

18,807 15,481 3,326 21.5
特別損失 1 1 0 0.0

10,374 10,424 △ 50 △ 0.5
2 2 0 0.0

10,792 7,005 3,787 54.1
1 8,148 △ 8,147 △ 100.0

7,360 7,770 △ 410 △ 5.3
医業外費用 39,976 41,060 △ 1,084 △ 2.6

4,900 4,570 330 7.2
1,000 1,000 0 0.0

3,975 4,010 △ 35 △ 0.9

236,464 205,517 30,947 15.1

531,960 594,603 △ 62,643 △ 10.5
541,038 558,210 △ 17,172 △ 3.1

2,446,637 2,411,639 34,998 1.5
0 0 0 -

病院事業費用 3,808,336 3,823,370 △ 15,034 △ 0.4
医業費用 3,768,359 3,782,309 △ 13,950 △ 0.4

区　　分 令和８年度 令和７年度 比較(千円) 増減率(％)
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（資本的収入） （単位：千円）

款 項 目
1 資本的収入

1
1 企業債

2
1 市町村負担金

3
1 国県補助金

4

1 修学資金貸付金返還金

5

1 寄附金
【1款　資本的収入】

（資本的支出） （単位：千円）

款 項 目

1 資本的支出

1

1 資産購入費

2 改修工事費

3 用地取得費

2 企業債償還金

1 企業債償還金

3 投資

1 その他投資

【1款　資本的支出】

合計

△ 0.9
111,114 96,637 14,477 15.0

2.320,098877,210897,308
資本的収入（1款2項1目）
医業外収益（1款2項2目）
医業収益　 （1款1項4目） 5.110,942213,557224,499

561,695 567,016 △ 5,321

3.市町村負担金について

 【再掲】　　　　　　　病院運営分 増減率(％)比較(千円)令和7年度令和8年度

　2目 　改修工事費は、B棟延命化のための工事を見込み、前年度に比べ93,000千円の増となった。

3目 　用地取得費は科目設定として、1千円を計上した。

2項1目 　企業債償還金が増額となった主な要因は、令和7年度に借入れた分の償還が始まったことによるもの。

4,800 6,000 △ 1,200 △ 20.0

1項1目 　資産購入費は、前年度に比べ37,900千円の減となった。

214,228 179,374 34,854 19.4

4,800 6,000 △ 1,200 △ 20.0

1 1 0 0.0

214,228 179,374 34,854 19.4

96,000 133,900 △ 37,900 △ 28.3

173,000 80,000 93,000 116.3

488,029 399,275 88,754 22.2

建設改良費 269,001 213,901 55,100 25.8

2項1目 　市町村負担金が増額となった主な要因は、令和7年度借入による企業債元金償還金の増によるもの。 

区　　分 令和８年度 令和７年度 比較(千円) 増減率(％)

1 - 1 皆増

1項1目 　企業債が増額となった主な要因は、改修工事借入分の増によるもの。

1 1 0 0.0

寄附金 1 - 1 皆増

1 1 0 0.0

修学資金貸付金返還金 1 1 0 0.0

111,114 96,637 14,477 15.0
国県補助金 1 1 0 0.0

261,000 200,000 61,000 30.5
市町村負担金 111,114 96,637 14,477 15.0

372,117 296,639 75,478 25.4
企業債 261,000 200,000 61,000 30.5

2 .資本的収入及び支出について

区　　分 令和８年度 令和７年度 比較(千円) 増減率(％)

　資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額115,912千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額1,377千円及び過年度分損益勘定留保資金114,535千円で補填する。
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